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(57)【要約】
放射性物質をトラッキングするデバイス、容器、システ
ム、方法に関する。デバイスは、放射能を検出するため
に放射性物質１４を収容する放射線遮蔽エンクロージャ
７を定義する容器１の範囲内に配置される放射性物質１
４と関連づけられる放射線検出器１０；および容器１と
関連可能なＲＦ識別モジュール１２を有する。ＲＦ識別
モジュール１２は、一意の製品識別コードを格納するデ
ータレジスタ、放射線検出器１０およびデータレジスタ
の各々に対するデータ伝送リンク１１を有して、検出器
１０からの放射能データの生のデータストリームを受信
して処理し、これを被処理データパケットの一意の製品
識別コードと関連づけるプロセッサ、および、遠隔デー
タキャプチャ手段への一意の製品識別コードおよび被処
理放射能データの両方を含むデータ項目の伝送を可能に
するアンテナ１３を有し、少なくともアンテナ１３は、
放射線遮蔽エンクロージャの外側に配置される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射性物質とともに使用するためのトラッキングデバイスであって：
　放射線を遮蔽する密閉空間内で放射性物質からの放射能を検出するために、前記密閉空
間内で放射性物質を収容するための容器の範囲内に配置されるのに適している、放射性物
質と関連可能な放射線検出器；
　放射線を遮蔽する密閉空間内で放射性物質を収容するための容器と関連可能な無線周波
識別モジュール；を含み、
　前記無線周波識別モジュールは、少なくとも：
　一意の製品識別コードを格納するデータレジスタ；
　前記検出器からの放射能データの生のデータストリームを受信して処理し、そしてこれ
を被処理データパケットの前記一意の製品識別コードと関連づけるために、前記放射線検
出器およびデータレジスタの各々に対するデータ伝送リンクを有するプロセッサ；
　遠隔データキャプチャ手段への、前記一意の製品識別コードおよび被処理放射能データ
の両方を含むデータ項目の伝送を可能にするアンテナ；を含み、
　少なくとも前記アンテナは、容器と機械的に関連して、かつ前記放射線を遮蔽する密閉
空間の外側に配置されるのに適している、トラッキングデバイス。
【請求項２】
　前記アンテナ以外の前記無線周波識別モジュールを構成するいくつかのまたは全部のエ
レメントは、使用中に低い放射線環境を含む、容器と機械的に関連して、かつ前記放射線
を遮蔽する密閉空間の外側に配置されるのに適している、請求項１に記載のトラッキング
デバイス。
【請求項３】
　少なくとも前記データレジスタ、プロセッサおよびアンテナは、単一の無線周波識別ユ
ニットにおいて互いにコンパクトに関連する、請求項１または２に記載のトラッキングデ
バイス。
【請求項４】
　前記無線周波識別ユニットは、単一の集積固体電子ユニットを含む、請求項３に記載の
トラッキングデバイス。
【請求項５】
　前記無線周波識別ユニットは、容器に対する無線周波識別タグとしての前記ユニットの
取り外し可能なまたは永久的な取り付けのためのアタッチメント手段を定義するハウジン
グを含む、請求項３または４に記載のトラッキングデバイス。
【請求項６】
　前記識別ユニット、前記プロセッサ、前記アンテナおよび前記検出器のうちの１つ以上
に電力を供給する電源をさらに含む、請求項１～５のいずれか１項に記載のトラッキング
デバイス。
【請求項７】
　前記電源は、バッテリまたは水素燃料電池を含んで、持ち運び可能である、請求項６に
記載のトラッキングデバイス。
【請求項８】
　前記検出器は、半導体物質または、直接的な材料特性として放射線ソースに直接可変的
な光電応答を本質的に示すように選択される材料から製作される検出エレメントを含む、
請求項１～７のいずれか１項に記載のトラッキングデバイス。
【請求項９】
　前記半導体物質は、広い直接バンドギャップ半導体である、請求項８に記載のトラッキ
ングデバイス。
【請求項１０】
　前記半導体物質は、大きな単結晶として形成される、請求項８または９に記載のトラッ
キングデバイス。
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【請求項１１】
　前記半導体検出エレメントを構成する材料は、テルル化カドミウム、テルル化カドミウ
ム亜鉛（ＣＺＴ）、テルル化カドミウムマンガン（ＣＭＴ）、ゲルマニウム、臭化ランタ
ン、臭化トリウムから選択される、請求項８～１０のいずれか１項に記載のトラッキング
デバイス。
【請求項１２】
　前記半導体検出エレメントを構成する材料は、テルル化カドミウム、テルル化カドミウ
ム亜鉛（ＣＺＴ）、テルル化カドミウムマンガン（ＣＭＴ）、およびそれらの合金から選
択される、請求項１１に記載のトラッキングデバイス。
【請求項１３】
　放射性物質の貯蔵および輸送のためのトラッキング可能な容器であって：
　放射性物質が収容されてよい遮蔽された密閉空間を定義する放射線遮蔽材料のエンクロ
ージャ；および、
　少なくとも前記検出器が前記遮蔽された密閉空間の範囲内にあり、そして、前記デバイ
スの残りのものが前記容器と直接機械的に関連し、かつ少なくとも前記アンテナが前記遮
蔽された密閉空間の外側にあるように、前記容器と機械的に関連する、請求項１～１２の
いずれか１項に記載のトラッキングデバイス；
を含むトラッキング可能な容器。
【請求項１４】
　少なくとも前記データレジスタ、プロセッサおよびアンテナは、前記収容されかつ遮蔽
される空間の外側で前記容器と関連している、請求項１３に記載のトラッキング可能な容
器。
【請求項１５】
　前記データレジスタ、プロセッサおよびアンテナは、前記容器の表面に取り付けられる
かまたはその構造体に組み込まれる、請求項１４に記載のトラッキング可能な容器。
【請求項１６】
　少なくとも１つの放射性物質ソースをトラッキングするためのシステムであって：
　この種の放射性物質ソースおよび／または、この種の放射性物質を密閉しかつ放射線を
遮蔽するようにして収容するのに適した請求項１３～１５のいずれか１項に記載の少なく
とも１つの放射線を遮蔽する容器、と関連する請求項１～１２のいずれか１項に記載の少
なくとも１つのトラッキングデバイス；
　少なくとも１つのデータベースを含む放射性物質管理システムであって、前記少なくと
も１つのデータベースは、その内部に保存された１組の電子データレコードを有し、前記
１組の電子データレコードは、一意の識別コードと、少なくとも１つの、そして好ましく
は各々の放射性物質ソースにとっての予想される放射能のふるまいとの間の、関連する参
照を提供する、放射性物質管理システム；
　一意の製品識別コードおよび、時々トラッキングデバイスからの処理された放射能デー
タを含むデータ項目を取り込むための、そしてそのデータを前記管理システムに伝送する
ためのデータキャプチャ手段；を含み、
　前記管理システムは、前記一意の製品識別コードを利用して、これにより、そのコード
との関連によって、前記データベースに保存された第１の組の電子データレコードを識別
するために受信するのに適しており、また、その一意の製品識別コードと関連する前記受
信した放射能データと、前記データベースからの予測される放射能データとを比較するの
に適しており、そして、前記放射性物質の検証として、その比較の結果を出力するのに適
している、システム。
【請求項１７】
　多数のトラッキングデバイスを含み、トラッキングデバイスの各々は、放射性物質ソー
スおよび／またはこの種の放射性物質ソースを収容するのに適した容器と関連していて、
この種の前記デバイスの各々の前記無線周波識別モジュールの前記データレジスタの各々
は、一意の製品識別コードとともに提供される、請求項１６に記載のシステム。
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【請求項１８】
　複数の遠隔分散配置の場所で複数のトラッキングデバイスからのデータを取り込むため
の複数の自動のおよび／またはユーザが操作するデータキャプチャユニットをさらに含み
、いくつかのまたは全部の前記データキャプチャユニットは、前記管理システムから遠隔
操作されて、そして相互に遠隔データ通信を行う、請求項１６または１７に記載のシステ
ム。
【請求項１９】
　前記放射性物質管理システムは、受信した前記一意の製品識別コードと関連する前記容
器の中身が、前記データベースに保存された予想される放射能に対応する（例えば予め定
められた許容限界の範囲内）かどうかを示す、２つの状態または成否の結果の形態での検
証データ結果を出力するのに適している、請求項１６～１８のいずれか１項に記載のシス
テム。
【請求項２０】
　１つの、より好ましくは複数の放射性物質ソースを時間とともにトラッキングおよび検
証する方法であって：
　内部に放射性物質が収容される放射線を遮蔽する密閉空間を定義する容器の範囲内に放
射線検出器を配置することによって、放射線検出器を放射性物質と関連させるステップ；
　前記放射線検出器とのデータ通信において無線周波識別モジュールを放射性物質と関連
させるステップであって、前記モジュールは、少なくとも、一意の製品識別コードを保存
するデータレジスタ、前記検出器から放射能データのデータストリームを受信し処理して
、これを前記一意の製品識別コードと関連づけるプロセッサ、およびアンテナを含み、少
なくとも前記アンテナは、容器と機械的に関連して、かつ前記放射線を遮蔽する密閉空間
の外側に配置される、ステップ；
　前記一意の製品識別コードおよび処理された放射能データの両方を含むデータ項目を生
成するために前記プロセッサを作動させるステップ；
　遠隔データキャプチャ手段を介して前記データ項目を読み出すステップ；
　前記データ項目を放射線ソース管理システムに伝送するステップであって、前記放射線
ソース管理システムは、その内部に保存された１組の電子データレコードを有する少なく
とも１つのデータベースを含み、前記１組の電子データレコードは、一意の識別コードと
、各々の放射線ソースにとっての予想される放射能のふるまいとの間の、関連する参照を
提供する、ステップ；
　各データ項目を伝送するために、前記管理システムによって受信される一意の製品識別
コードを、そのコードとの関連によってデータセットに保存された電子データレコードの
第１の組を識別するように使用するステップ；
　前記データベースからの予測される放射能データを、受信した放射能データと比較する
（例えば予め定められた許容限界の範囲内）ステップ；
　放射性物質ソースの検証として前記比較の結果を出力するステップ；
を含む方法。
【請求項２１】
　各々、個々の放射性物質ソースと関連する複数のトラッキングデバイスが提供される、
請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　複数の遠隔データキャプチャ手段が提供されて、データは複数の場所で集められる、請
求項２０または２１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に放射線を遮蔽するエンクロージャを定義する容器の範囲内において、時
間とともに放射線ソース（ｒａｄｉｏｉｓｏｔｏｐｅ　ｓｏｕｒｃｅ）の識別のトラッキ
ングおよび検証を可能にするデバイス、この種のデバイスを使用するシステム、および、
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時間とともに放射線ソースのトラッキングおよび検証をする方法、に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放射線ソースは、用途の多様性に気づく。例えば、医療用の、例えばがん患者を処置す
るラジオグラフィ用の放射線ソースとしての用途、食品を保存する照射器としての用途、
組み立てられたおよび溶接された構造物のままでの品質管理の方法としての産業ラジオグ
ラフィにおける用途、熱電気発電のための用途、および、他の目的のための用途。
【０００３】
　供給、使用および処分のチェーンを通しての放射線ソースの取扱いおよび移動は、環境
、健康、安全、およびセキュリティに対する潜在的脅威をもたらす。アイソトープの所在
が正確にトラッキングされることは、望ましい。３００を越える放射線ソースが毎年行方
不明になると報告された（アリゾナ州トゥーソンで２００５年２月２７日～３月３日に開
催されたＷＭ’０５会議において、Ｆ　ＴシェルドンおよびＲ　Ｍウォーカーらによる、
「商業目的のための放射線ソースのトラッキング」）。放射性物質のこの紛失は、環境に
起因する健康および安全への脅威、さらにはセキュリティの脅威ももたらす。
【０００４】
　放射線ソースのトラッキングおよびモニタリングのための有効なシステムは、放射性物
質の輸送へのセキュリティを増加させ、そして、ソースの不注意によるまたは違法な紛失
を防止することを支援する。ＲＦＩＤデバイスを使用して資産および人員のトラッキング
のための方法は知られている。そして、最近の進歩は、電子的無線通信およびグローバル
・ポジショニング・システムの技術成果によって支援された。この種のシステムは、例え
ば輸送容器のグローバルなトラッキングにおいて、広く使われている。ラジオアイソトー
プのトラッキングに対するＲＦＩＤの可能な適用例において、システムは、ラジオアイソ
トープの容器の所在をトラッキングするために、その容器に取り付けられるＲＦＩＤタグ
を使用してもよい。
【０００５】
　しかしながら、ラジオアイソトープの容器は、輸送容器に対する、そして単にスケール
の考慮のみではない、多くの非常にさまざまな課題を提示する。例えば病院のような医療
施設において、ラジオアイソトープが、安全な取扱いのための適切なエンクロージャすな
わちカプセルの範囲内に収容されることは、一般に必要である。したがって、いかなる無
線信号もその内側から伝送できる可能性がない。使用されるいかなるＲＦＩＤデバイスも
、外側から伝送させる必要がある。ＲＦＩＤタグを使用するラジオアイソトープのトラッ
キングのためのＲＦＩＤシステムにおける１つの主要な欠点は、従って、ＲＦＩＤデバイ
スが容器に取り付けられて、その容器の所在の指示を与えるのみであるということである
。放射線ソースの検査を行うために、放射線遮蔽エンクロージャの範囲内の容器の中身を
、その容器を開けないままで検証することは、できない。これは、ラジオアイソトープの
中身の検証は、容器の単なる検証とは対照的に、エンクロージャによって提供される放射
線防護を危険にさらすことを必然的に要求するので、放射線ソース自体をトラッキングす
ることに関して、トラッキングシステムの効果を制限する。容器を密閉すること、および
、密閉された中身を放射線防護の危険にさらさないこと、の両方を確認するシステムは、
好ましい。
【０００６】
　かくして、本発明の第１の態様によれば、放射性物質とともに使用するためのトラッキ
ングデバイスは：
　放射線を遮蔽する密閉空間内で放射性物質からの放射能を検出するために、密閉空間内
で放射性物質を収容するための容器の範囲内に配置されるのに適している、放射性物質と
関連可能な放射線検出器；
　放射性物質を収容するための容器と関連可能な無線周波識別モジュール；を含み、
　無線周波識別モジュールは、少なくとも：
　一意の製品識別コードを記憶するデータレジスタ；
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　検出器からの放射能データの生のデータストリームを受信して処理し、そしてこれを被
処理データパケットの一意の製品識別コードと関連づけるために、放射線検出器およびデ
ータレジスタの各々に対するデータ伝送リンクを有するプロセッサ；
　遠隔データキャプチャ手段への、一意の製品識別コードおよび被処理放射能データの両
方を含むデータ項目の伝送を可能にするアンテナ；を含み、
　少なくともアンテナは、容器と機械的に関連して、かつ放射線を遮蔽する密閉空間の外
側に配置されるのに適している。
【０００７】
　本発明によるトラッキングデバイスは、密閉空間内に放射線を収容して、そして放射線
が密閉空間の外部の環境に伝わるのを防止することによって、安全な取扱いができるよう
に設計された、適切なエンクロージャの範囲内に収容されている放射性アイソトープソー
スとともに使用することを、特に目的とする。この容器は、閉じられると外部環境から放
射線学的に実質的に隔離される放射線遮蔽エンクロージャを定義する放射線遮蔽機能を含
む。放射線検出器は、放射線ソースとの関連のために、そして特に、放射線を検出するた
めのこの種の放射線ソースを収容するのに適しているエンクロージャの内部に配置するた
めに、提供される。無線周波識別モジュールのエレメントを含むさらなる手段は、提供さ
れる。無線周波識別モジュールは、それが関連する放射性物質を、そして特定の場合には
、それが取り付けられるかまたは一体に形成される容器を識別するのに一意に役立つ、一
意の製品識別コードを格納するデータレジスタ、および、遠隔データキャプチャ手段によ
る呼掛け信号および／または、遠隔データキャプチャ手段に伝送される呼掛け信号によっ
て、これを読み出すことができるアンテナ、を含む。その程度まで、無線周波識別モジュ
ールは、従来のＲＦＩＤタグに同様の方法で機能する。
【０００８】
　しかしながら、無線周波識別モジュールの少なくともアンテナは、容器との機械的に関
連して、しかし収容される空間の外側に、それ故放射線遮蔽密閉空間の外側に配置される
のに適している。しかし、無線周波識別モジュールは、加えて、放射線遮蔽密閉空間の内
側で検出器から使用中に動的に流れるストリーム放射能データを受信するために、検出器
に第１のデータリンクを有するプロセッサ能力を含む。プロセッサは、データレジスタに
対するさらなるデータリンクを有する。例えば、データレジスタは、単一の集積回路等に
おいてプロセッサと一体化される。このことは、プロセッサが、一意の識別コードをスト
リーム放射能データと共同処理して、一意の識別コードおよび放射能データの両方を組み
合わせたデータ項目を生成することを可能にする。無線周波識別モジュールと関連したア
ンテナは、この組み合わせデータ項目を、遠隔データキャプチャ手段に、例えばこの種の
遠隔データキャプチャ手段によるデバイスの呼掛け信号上に、伝送することを可能にする
。
【０００９】
　単独で一意の製品識別を担うＲＦＩＤタグに依存する従来技術のシステムにおいて、タ
グは、適切な中央トラッキングシステムおよび、適切なデータ読み取りおよび通信手段の
提供によって、トラッキングされることができる。しかしながら、基本的に、これは、単
にタグのトラッキングを構成するのみである。タグが容器と関連している場合、容器は、
それからトラッキングされることができる。しかしながら、ＲＦＩＤタグ自体は、容器の
中身が予想通りであるかどうか、および損なわれていないかどうかを決定する方法を提供
しない。
【００１０】
　従来の放射線検出器自体は、例えば、放射線が容器から漏れる場合、または、容器がそ
の中身を検査するために開かれる場合、または、ソースが収容されていない場合、放射線
の検出を可能にする。しかし、密封容器の動的なトラッキングを一般に可能にしない。そ
こでは、容器のまさにその目的がソースを密閉して、外部環境からその密閉空間内の放射
線を遮蔽することであり、そして、放射線が外部で検出されるかもしれない任意の状況に
よってまたはその状況において、密閉が本質的に損なわれる。
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【００１１】
　しかしながら、本発明による組み合わせによって、放射性物質ソースと、そして好まし
くは容器の内部に収容されたソースと基本的に関連する一意の製品識別コードは、ソース
と関連して、例えば容器に取り付けられまたは容器と一体化される識別モジュールの形態
において、格納された放射線ソースに起因する容器の内部の密閉されたかつ遮蔽された環
境の範囲内での放射能の動的なモニタリングと組み合わせられることができる。適切なデ
ータベースおよび、そのデータベースを担う適切な中央トラッキングシステムにデータを
伝送することが可能な適切なデータキャプチャ手段の提供によって、特に、容器の中身に
干渉するかまたは容器を直接開くことを必要とせずに、そして、トラッキング能力を備え
るシステムのために利用される一般原則から基本的に逸脱せずに、容器をトラッキングす
る能力、およびそれらの中身を検査する能力を、リアルタイムで組み合わせることが可能
である。
【００１２】
　放射線検出器は、放射性物質のための容器の範囲内に配置されるのに適している。そし
てそれは、容器の範囲内で放射能を検出するために、使用中に高い放射線環境を含む遮蔽
空間を例えば定義する。都合のよいことに、無線周波識別モジュールを構成するいくつか
のまたは全部のエレメントを例えば含み、そしてアンテナを少なくとも含む他のコンポー
ネントは、使用中に低い放射線環境を含む、容器と機械的に関連して、かつ放射線を遮蔽
する密閉空間の外側に配置されるのに適している。
【００１３】
　これは、例えば大規模な輸送容器を有する例として、収容されている材料に対して従来
のＲＦＩＤトラッキングが使用されることに直面しない例えば病院のような医療施設にお
いて、密閉された放射線ソースの輸送によってもたらされる非常に特定の課題に、賞賛に
値する方法で対処する。
【００１４】
　混入物または密輸品として放射性物質を担持するかもしれない輸送容器を有する場合と
は異なり、エンクロージャの目的は、いかなる放射能も密閉空間から逃げるのを許さない
ように囲まれて放射線を遮蔽するような密閉空間に、小さい放射性物質ソースを目的を持
って運び込むことである。エンクロージャは、ファラデー箱をたぶん構成することになる
。そして、用いられるかもしれないいかなるＲＦＩＤデバイスも、密閉空間の外側から通
信することを必要とすることになる。しかしながら、通常の使用において密閉空間の外側
に放射線漏れがあってはならないので、例えば、不適当な容器の内部で放射線の未許可の
伝わりを検出するとみなされるかもしれない、密閉空間の外側の放射線検出器の供給は、
適当でないことにもなる。
【００１５】
　これらの明らかに矛盾する要求条件は、本発明によって満たされる。検出器は、使用中
にソースも収容する囲まれた遮蔽空間の内側に、使用中に配置される。しかし、ＲＦＩＤ
モジュールまたは少なくともそのアンテナは、外側にある。そして、検出器とＲＦＩＤモ
ジュールとの間でデータを伝送することこによって、情報が密閉空間の内側から密閉空間
の外側のアンテナに伝送できるように、両者間にデータ通信が提供される。
【００１６】
　データは、アイソトープが容器の内部にあるかどうか、および／またはそれが正しいア
イソトープであるどうか、に関するものでもよい。これは、例えば、より大規模な輸送容
器のより大規模なトラッキングにおいて、そして密輸品の放射線の検出において、知られ
るかもしれないような、外部検出器または完全に外部タグが用いられる解決と関連しない
特定の課題を引き起こす。例えば、本発明の特定の適応は、エンクロージャの内部および
外部で制御電子回路を要求する。そしてそれは、これらの回路の各々がどのように電力を
供給されるかについて問題を引き起こす。また、重要なことは、エンクロージャの範囲内
のいかなる電子回路も、放射線が強まるかまたは放射線から遮蔽されるかのいずれかでな
ければならない、という事実である。エンクロージャの壁を通した電気通信コンタクトは
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、その放射線シールを損なってはならず、そして例えば非線形パスを少なくとも要求する
。これらは、この特殊用途のための非常に特定の要求条件であって、輸送容器における密
輸品の放射線のトラッキングまたは検出に関する課題ではない。
【００１７】
　都合の良いことに、少なくともデータレジスタ、プロセッサおよびアンテナは、単一の
無線周波識別ユニットにおいて互いにコンパクトに関連する。例えば、この種のいくつか
のまたは全部のコンポーネントは、単一の集積固体電子ユニットを含んでもよい。好まし
くは、無線周波識別ユニットは、無線周波識別タグとしての放射線遮蔽空間の外側の放射
線遮蔽容器に対するユニットの取り外し可能なまたは永久的な取り付けのためのアタッチ
メント手段を定義するハウジングを含む。代わりに、そのユニットまたは実装部品は、こ
の種の容器の一部として一体的に形成されてもよい。
【００１８】
　多くの現実的応用にとって、トラッキングデバイスは、識別ユニット、プロセッサ、ア
ンテナおよび検出器のうちの１つ以上に電力を供給する電源を好ましくはさらに含むか、
またはその電源の用途に適している。好ましくは、デバイスが主電源への接続の必要なし
に作動することができるように、電源は、持ち運び可能である。デバイスは、好ましくは
、持ち運び可能な電源を含むか、またはその電源の用途に適していて、例えば、バッテリ
または水素燃料電池を含む。単一の電源は、別個の電源を必要とする遠隔デバイスのすべ
てのそれらのエレメントに電力を供給してもよい。例えば、無線周波識別モジュールコン
ポーネントは、アクティブまたはセミアクティブのデバイスを含んでもよい。電源は、加
えて、検出器に電力を供給してもよ。検出器は、それ自身の電源を有してもよい。
【００１９】
　本発明のより完全な態様において、放射性物質の貯蔵および輸送のためのトラッキング
可能な容器は：
　放射性物質が収容されてよい遮蔽された密閉空間を定義する放射線遮蔽材料のエンクロ
ージャ；および、
　上述のようなトラッキングデバイスであって、少なくとも検出器が前記遮蔽された密閉
空間の範囲内にあり、かつデバイスの残りのものが容器と直接機械的に関連し、かつ少な
くともアンテナが前記遮蔽された密閉空間の外側にあるように、容器と機械的に関連する
トラッキングデバイス；を含む。
【００２０】
　容器は、病院のような例えば医療施設において、放射線ソースの安全な取扱いのための
適切なエンクロージャまたはカプセルを備える。容器は、この種の放射性物質を密閉され
たそして放射線を遮蔽する方法で収容するのに適している放射線遮蔽エンクロージャを備
える。エンクロージャは、いかなる放射能も逃げられないように構成される。例えば、エ
ンクロージャは、高密度金属材料（例えば鉛）から作られるか、または少なくともそれと
整列される。
【００２１】
　少なくともアンテナは、放射線遮蔽空間の外側で容器と関連している。好ましい実施形
態において、少なくともデータレジスタ、プロセッサおよびアンテナは、収容される放射
線遮蔽空間の外側で、したがって、使用中に収容されたソースからの高い放射線強度を受
ける環境の外側で、容器と関連している。例えば、少なくともこれらのコンポーネントは
、容器の表面に載置されるかまたは、放射線遮蔽空間の外側に配置される容器の構造体に
組み込まれてもよい。少なくともこれらのコンポーネントは、単一の無線周波識別ユニッ
トにおいて互いにコンパクトに関連してもよい。そして、オプションとして、無線周波識
別タグとしてユニットが容器に取り付けられるアタッチメント手段を定義するハウジング
を含む。
【００２２】
　組み合わせられたデバイスの２つのアクティブコンポーネントが別々の環境において最
も機能するので、この構成は特に好ましい。無線周波識別トランスポンダおよびプロセッ
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サモジュールは、高い放射線環境の外側で最も機能する。エンクロージャは放射線を遮蔽
して、したがって、ファラデー箱を構成する高密度金属材料から通常作られるかまたは、
少なくともそれと整列されるので、とりわけ、アンテナは、密閉空間の外側で効果的に機
能するのみである。したがって、少なくともアンテナは、そして好適な場合において、全
ての無線周波識別トランスポンダおよびプロセッサモジュールは、容器の密閉空間によっ
て定義される遮蔽された高い放射線環境の外側にある。
【００２３】
　対照的に、検出器は、隔離の失敗の指示を与えるために、遮蔽環境の外側で放射能を検
出することを意図しない。その代わりに、検出器は、遮蔽された密閉空間に接近する必要
なしに収容されている材料を識別する手段を提供するために、遮蔽環境の範囲内からの常
に定期的な放射線を検出することを意図する。そして、検出器は、収容されているソース
に起因する放射線を検出するために、特に高い放射線環境にあることが要求される。本発
明は、中身の特定の検証のための内部的に意図された放射線を検出して特徴づけること以
外に、単なる安全対策として外部的に予想外の放射線を検出することは指示されない。検
出器は、したがって、使用中のソースと一緒に、密閉空間内の遮蔽された高い放射線環境
の内側になければならない。
【００２４】
　データリンクによって、放射能データは、必要に応じて、遮蔽環境の内側の検出器から
、遮蔽環境の外側のプロセッサおよびアンテナに流れ出すことができる。そして、それ故
、検証信号は、エンクロージャの放射線遮蔽を損なうことなく、遮蔽された高い放射線環
境の内側の中身のリアルタイム検証（そこにおいて検出される放射線の署名から）に部分
的に基づく、遮蔽された高い放射線環境の外側からアドレス指定が行われる。
【００２５】
　本発明のさらにより完全な態様において、少なくとも１つの放射性物質ソースをトラッ
キングするためのシステムは：
　この種の放射性物質ソースおよび／または、この種の放射性物質を密閉しかつ放射線を
遮蔽するようにして収容するのに適した上述のような少なくとも１つの放射線を遮蔽する
容器、と関連する上述のような少なくとも１つのトラッキングデバイス；
　少なくとも１つのデータベースを含む放射性物質管理システムであって、少なくとも１
つのデータベースは、その内部に保存された１組の電子データレコードを有し、１組の電
子データレコードは、一意の識別コードと、少なくとも１つの、そして好ましくは各々の
放射性物質ソースにとっての予想される放射能のふるまいとの間の、関連する参照を提供
する、放射性物質管理システム；
　一意の製品識別コードおよび、時々トラッキングデバイスからの処理された放射能デー
タを含むデータ項目を取り込むための、そしてそのデータを管理システムに伝送するため
のデータキャプチャ手段；を含み、
　管理システムは、一意の製品識別コードを利用して、これにより、そのコードとの関連
によって、データベースに保存された第１の組の電子データレコードを識別するために受
信するのに適しており、また、その一意の製品識別コードと関連する受信した放射能デー
タと、データベースからの予測される放射能データとを比較するのに適しており、そして
、放射性物質の検証として、その比較の結果を出力するのに適している。
【００２６】
　典型的なシステムにおいて、上述のような多数のトラッキングデバイスが提供される。
トラッキングデバイスの各々は、放射性物質ソースおよび／またはこの種の放射性物質ソ
ースを収容するのに適した上述のような容器と関連していて、この種の前記デバイスの各
々の無線周波識別モジュールのデータレジスタの各々は、一意の製品識別コードとともに
提供される。少なくとも１つのデータベースは、好ましくは、それから、関連したソース
ごとに各々一意の識別コードと予想される放射能のふるまいとの間に関連する参照を提供
する一組の格納された電子データレコードを含む。
【００２７】
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　したがって、中央トラッキングシステムは、各ソース／容器の所在をトラッキングする
ことができて、および、放射能データを、想定されるソース／容器の中身についての知識
から、そして特に経過時間、半減期などから、決定される予想放射能レベルと比較するこ
とができる。実際の放射能レベルが、半減期データから予測される放射能レベルと一致し
ない場合、ソース物質は、例えば、容器から紛失するか、または誤ったラジオアイソトー
プであるか、損なわれたとみなされることができる。中央トラッキングシステムは、この
種の検証失敗を識別して、容器の所在を知って、矛盾を調査するために、適切な動作を始
動することができる。
【００２８】
　測定された放射能レベルが予想放射能レベルと一致する場合、中央トラッキングシステ
ムは、正しいラジオアイソトープが正しい容器の内部および正しい位置にあることを確認
することができる。
【００２９】
　可能なシステムにおいて、複数の遠隔分散配置の場所で複数のトラッキングデバイスか
らのデータを取り込むための複数の自動のおよび／またはユーザが操作するデータキャプ
チャユニットをさらに含み、いくつかのまたは全部の前記データキャプチャユニットは、
前記管理システムから遠隔操作されて、そして相互に遠隔データ通信を行う。したがって
、複数のソースは、複数の遠隔地で、または複数の遠隔地を介して、トラッキングされて
よい。
【００３０】
　可能なシステムにおいて、前述したことは、ビルディング・アクセスコントロールのよ
うなエリア・アクセスコントロールの中に組み込まれてもよい。例えば、データキャプチ
ャユニットは、エリア／ビルディングに対する、そしてこれにより、放射線ソース物質が
そのエリア／ビルディングの内部または外部を通過するときに識別するために、コントロ
ールされるアクセスの位置で、トラッキングデバイスからのデータを取り込むために提供
されてもよい。
【００３１】
　適切な制御プロトコルについては、例えば以下のように可能である：
　ラジオアイソトープを取扱う許可を与えられるエリアのみに、そして、ラジオアイソト
ープの取扱いにおいて訓練された人員とともに、入ることを許可する；
　ラジオアイソトープが未許可のエリアに入ること、または未許可の人員と入ること、を
禁止する；または、
　人および／またはアイソトープが、エリアを去ることを禁止する。
【００３２】
　都合の良いことに、放射性物質管理システムは、受信した前記一意の製品識別コードと
関連する前記容器の中身が、前記データベースに保存された予想される放射能に対応する
（例えば予め定められた許容限界の範囲内）かどうかを示す、２つの状態または成否の結
果の形態での検証データ結果を出力するのに適している。
【００３３】
　ラジオアイソトープ容器の中身が、容器の範囲内の放射能を決定するために線量計（ｄ
ｅｔｅｃｔｏｒ　ｃｏｕｎｔ　ｒａｔｅ）によって検査されるとき、測定された放射能デ
ータは、放射能の半減期の算出を更新するために放射性物質管理システムによって記録さ
れることができる。
【００３４】
　トラッキングデバイスと放射性物質管理システムとの間の、そして、適用できれば、遠
隔データキャプチャユニットとトラッキングデバイスと放射性物質管理システムとの間の
通信は、既知の無線通信手段によって実行される通信をともなう無線であることが好まし
い。代わりに、例えば特に管理システムとデータキャプチャユニットとの間の通信の場合
、通信は配線されてもよい。
【００３５】
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　検出器は、連続モードで機能するか、一定の時間間隔で検出するか、または、識別ユニ
ットが遠隔データキャプチャユニットによって呼掛けられたとき検出するか、に適してい
てもよい。
【００３６】
　検出器にとって持ち運びのできる電源の寿命を延ばす電力を確保するために、放射能を
決定する線量（ｃｏｕｎｔ　ｒａｔｅ）は、容器が閉じて密閉されているときにのみとら
れることが好ましい。
【００３７】
　検出器は、好ましくは、半導体物質または、直接的な材料特性として放射線ソースに直
接可変的な、電気的または光電応答を本質的に示すように選択される材料から製作される
検出エレメントを含む。例えば、半導体物質は、広い直接バンドギャップ半導体である。
【００３８】
　好適な場合において、検出エレメントを構成する半導体物質は、比較的小さいサイズ（
例えば５ｃｍ３および好ましくは１ｃｍ３より小さい）の検出器が、良好な放射線量をま
だ与えることができるように、ガンマ線にとっての高い吸収を有する材料を含むことが好
ましい。これによって、検出器は、小さく確保されることができる。これは、無線周波識
別モジュールのコンポーネントが、単一のコンパクトなユニットにおいて互いにコンパク
トに関連する、好ましい実施形態の場合に特に、本発明のトラッキングデバイスは、比較
的小さい空間を占める必要かあることを意味する。トラッキングデバイス／検出器が大き
過ぎることに関して、トラッキングデバイスが容器とともに用いられるとき、そして特に
、少なくとも検出器が容器の範囲内にあるとき、それは一般に望ましくない。容器は、ラ
ジオアイソトープソース物質が配置されることのできる遮蔽空間を定義する。そして、そ
れは密度の高いおよび／または高価な材料で典型的にできている。容器のサイズを増加さ
せるのは、何であれ望ましくない。本発明によるコンパクトなトラッキングデバイスは、
高密度材料で製作されるコンパクトな検出器によって、この課題を減らす。
【００３９】
　検出エレメントは、大きな結晶として、そして例えば大きな単結晶として形成される（
この文脈における大きな結晶は、少なくとも５００μｍの、そして好ましくは少なくとも
１ｍｍの厚さを示す）半導体物質または材料を含むことが好ましい。
【００４０】
　半導体検出エレメントを構成する材料は、テルル化カドミウム、テルル化カドミウム亜
鉛（ＣＺＴ）、テルル化カドミウムマンガン（ＣＭＴ）、ゲルマニウム、臭化ランタン、
臭化トリウムから好ましくは選択される。グループＩＩ～ＶＩの半導体、および特にリス
トされるそれらは、この点に関しては特に好ましい。
【００４１】
　半導体検出エレメントを構成する材料は、テルル化カドミウム、テルル化カドミウム亜
鉛（ＣＺＴ）、テルル化カドミウムマンガン（ＣＭＴ）、およびそれらの合金から好まし
くは選択されて、例えば、結晶Ｃｄ１－（ａ＋ｂ）ＭｎａＺｎｂＴｅ（ここで、ａ＋ｂ＜
１、そして、ａおよび／またはｂはゼロでもよい）を含む。
【００４２】
　本発明による検出器は、単一の検出エレメントまたは、多元素システムを構成する複数
の別々の検出エレメントを含んでもよい。検出器は、放射能のみを計数する、空間的分解
能を有しなくてもよく、または、検出器は、空間的に入射放射線を分解することができて
もよい。
【００４３】
　本発明によるシステムは、さまざまなデータ処理およびさまざまなデータ記憶機能を実
行する、さまざまなデータ処理およびデータ記憶モジュールを有する。本発明のデータ処
理モジュールが機械可読命令またはコードの適切なセットを含むことができ、そして、本
発明のデータ記憶機能が機械可読命令またはコードの適切なセットによって実現されるこ
とができることは、一般によく理解されている。これらの機械可読命令は、汎用コンピュ
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ータ、専用コンピュータ、または他のプログラム可能なデータ処理装置上へロードされて
もよい。例えば、放射性物質管理システムおよび／またはその少なくとも１つのデータベ
ースは、適切なプログラム可能なデータ処理装置上へロードされるこの種の機械可読命令
によって提供されてもよい。
【００４４】
　これらの機械可読命令は、特定の方法で機能するために、コンピュータまたは他のプロ
グラム可能なデータ処理装置を指図することができる計算機可読の媒体に格納されてもよ
い。計算機可読の媒体に保存されるその命令は、本発明のトラッキングシステムの、特に
放射性物質管理システムにおけるいくつかのまたは全部のエレメントを備えるための命令
手段を含む製品を生み出す。コンピュータ・プログラム命令は、その命令が、本発明のト
ラッキングシステムの、特に本発明の放射性物質管理システムにおけるいくつかのまたは
全部のエレメントを提供する、コンピュータまたは他のプログラム可能な装置上で実行さ
れるように、コンピュータが実行可能な処理を実現することができる機械を生み出すため
に、コンピュータまたは他のプログラム可能な装置上にロードされてもよい。トラッキン
グシステムは、特殊目的のハードウェアおよび／または、プログラム可能なデータ処理装
置上のコンピュータ・プログラム命令、の任意の適切な組み合わせを含んでもよいことが
理解される。
【００４５】
　本発明のさらなる態様において、１つの、より好ましくは複数の放射性物質ソースを時
間とともにトラッキングおよび検証する方法が提供される。この方法は：
　内部に放射性物質が収容される放射線を遮蔽する密閉空間を定義する容器の範囲内に放
射線検出器を配置することによって、放射線検出器を放射性物質と関連させるステップ；
　放射線検出器とのデータ通信において無線周波識別モジュールを放射性物質と関連させ
るステップであって、モジュールは、少なくとも、一意の製品識別コードを保存するデー
タレジスタ、検出器から放射能データのデータストリームを受信し処理して、これを一意
の製品識別コードと関連づけるプロセッサ、およびアンテナを含み、少なくともアンテナ
は、容器と機械的に関連して、かつ放射線を遮蔽する密閉空間の外側に配置される、ステ
ップ；
　一意の製品識別コードおよび処理された放射能データの両方を含むデータ項目を生成す
るためにプロセッサを作動させるステップ；
　遠隔データキャプチャ手段を介してデータ項目を読み出すステップ；
　データ項目を放射性物質ソース管理システムに伝送するステップであって、放射線ソー
ス管理システムは、その内部に保存された１組の電子データレコードを有する少なくとも
１つのデータベースを含み、１組の電子データレコードは、一意の識別コードと、各々の
放射線ソースにとっての予想される放射能のふるまいとの間の、関連する参照を提供する
、ステップ；
　各データ項目を伝送するために、管理システムによって受信される一意の製品識別コー
ドを、そのコードとの関連によってデータセットに保存された電子データレコードの第１
の組を識別するように使用するステップ；
　データベースからの予測される放射能データを、受信した放射能データと比較する（例
えば予め定められた許容限界の範囲内）ステップ；
　放射性物質ソースの検証として比較の結果を出力するステップ；を含む。
【００４６】
　好ましい実施形態において、各々が、この種の個々の放射性物質ソースを放射線を遮蔽
する方法で密閉している容器と、および例えば容器上に、機械的に関連して配置されるこ
とによって、個々の放射性物質ソースと関連づけられる複数のトラッキングデバイスは、
提供される。
【００４７】
　識別モジュールのプロセッサは、連続に基づいて、設定された時間間隔の間の周期に基
づいて、または、データキャプチャステップの一部としての遠隔データキャプチャ手段に
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よって呼掛けられたときに、上述のように放射能および識別データを処理するように動作
してもよい。システムがマルチプル・トラッキングデバイスおよび／またはマルチプル・
データキャプチャ手段を含む場合、この方法は、データキャプチャ手段に対する検出器の
近さまたは必要に応じたその他に基づいて、ユーザ制御下の自動プロセスによって周期的
または連続的に実行されてもよい。
【００４８】
　この方法は、したがって、以上に記述したように、そしてこの方法の他の好適な特徴が
類推によって理解されるように、特に、トラッキングデバイスおよびシステムの使用方法
である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
　本発明は、添付の図１を参照して一例として記述される。
【図１】図１は、本発明の実施形態に従って作動して、本発明の実施形態に従うトラッキ
ングデバイスを使用する、ありうるトラッキングシステムの一般的概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　図１は、本発明によるトラッキングシステムの簡単な概略図を示し、中央トラッキング
管理システム２１と通信する放射線ソース用の単一の容器１が図示される。もちろん、実
際には、この種の多数の容器が概して提供され、例えば１または少数の中央トラッキング
場所からトラッキングされることが理解される。
【００５１】
　容器１は、例えば、放射線を遮蔽する適切な壁材料によって遮蔽されるシールド空間７
を定義する。シールド空間７の内部には、トラッキングすることが望ましい放射線ソース
１４が収容される。空間７の範囲内にはまた、適切な半導体物質の検出エレメントを含む
検出器１０が、適切な制御電子回路と共に設けられる。半導体物質は、実施形態において
、テルル化カドミウム、テルル化カドミウム亜鉛、テルル化カドミウムマグネシウム、ま
たはそれらの組み合わせから成るいくつかの適切な合金、を含む。制御電子回路は、容器
の範囲内における放射能に対する半導体の応答を受信して、処理して、データリンク１１
を介してそれを伝送させる。
【００５２】
　制御電子回路の厳密な構造は、本発明に特に関連しない。検出エレメントは、比較的小
型でかつ高密度であることが望ましいので、材料の選別は有意である。大型の検出エレメ
ントは、必然的に空間７内に大きなスペースを占めて、容器１全体により大きいことを要
求するので、従来の大型の検出エレメントは、この用途には非実用的である。これは、よ
り重く、より高価にさせる。そして特に、放射線の遮蔽に対しての必要性によって課され
る有意な物質的な要求条件を与えられる。コンパクトな検出エレメント（例えば、テルル
化カドミウムによって提供される）は、検出器全体の寸法を有意に減らして、検出器を実
際的な収容空間の範囲内にもたらす。
【００５３】
　検出エレメントの固有の応答によって集められる放射能データは、データリンク１１を
介して、特定の容器１を識別する一意のコードを含む無線周波識別デバイス（ＲＦＩＤ）
１２に、伝えられる。ＲＦＩＤデバイス１２は、加えて、検出器１０からデータリンク１
１を介して生のデータストリームと対処することを可能にする処理手段を含むように変更
される。これは、一意の製品識別データが、単一の伝送可能データパケット内における放
射能データのデータストリームと関連するように、処理される。そして、伝送可能データ
パケットは、それから、例えば作動中の伝送によって、または受信局による呼掛け信号に
応じて、容器１から遠隔に配置される受信器に、アンテナ１３を介して伝送されてよい。
【００５４】
　電源は、持ち運びのできる電源（例えばバッテリまたは水素燃料電池）であることが好
ましい。そして、電源は、検出器１０に電力を供給するために、容器の内部または容器と
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み、検出器は起動されることが好ましい。これ電源またはさらなる電源は、加えて、ＲＦ
ＩＤデバイス１２またはそのコンポーネント（例えばプロセッサおよび／またはアンテナ
）に電力を供給してもよい。したがって、好ましくは、ＲＦＩＤデバイス１２は、アクテ
ィブまたはセミアクティブＲＦＩＤデバイスでもよい。
【００５５】
　必然的に、検出器または少なくとも検出エレメントは、シールド空間７内に収容されて
いる放射線ソース１４の放射能をその中で検出するために、シールド空間７の範囲内にな
ければならない。しかしながら、これは、一般に電子的に厳しい環境を提供する。したが
って、図示の実施形態のように、ＲＦＩＤデバイス１２は、そして電子制御回路およびシ
ステムも極力、シールド空間の外側（例えば、容器の別個の区画内、または容器の表面上
）に位置決めすることが好ましい。
【００５６】
　一意の容器識別データおよび、シールド空間からのリアルタイムのストリーム放射能デ
ータ、の両方を含むＲＦＩＤデバイス１２からのデータは、アンテナ１３を介して中央管
理システム２１に伝送されてもよい。２本の伝送可能路が図示される。単純な実施形態に
おいて、受信アンテナ１９は、中央トラッキングシステム２１のＣＰＵ　２０に、情報を
直接取り込む。より実際的な拡張されたシステムにおいて、マルチプル・データキャプチ
ャ手段１６は設けられる。それは、複数のＲＦＩＤデバイス１２からデータを取り込むた
めに、そしてそれを中央管理システムに伝送させるために、中央管理システム２１から概
して遠隔に、例えば複数の遠隔モニタリング場所に分配される。タグを付けられた容器、
遠隔データキャプチャユニットおよび中央処理システムのこの種の一般的な配置は、一般
の識別およびトラッキングシステムからよく知られている。
【００５７】
　しかしながら、本発明によるシステムは、つぎの点で著しく異なる。すなわち、ＲＦＩ
Ｄによって伝送され、そして中央トラッキングシステムのＣＰＵ２０によって最終的に読
み出して処理されるデータパケットは、ただ単に識別データを含むだけでなく、その一意
の識別をともなう容器と関連した収容空間の範囲内における放射能に関するストリームデ
ータをも含む。ＣＰＵ　２０は、システム内の容器の各々に対する、そしてそれらのそれ
ぞれの中身の各々に対する一意の製品識別コードに関してアクセス可能な関連ライブラリ
に、予測された放射能データを記憶するデータ記憶部を含む。ＣＰＵは、容器の範囲内か
ら受信した生の放射能ストリームデータを、記憶した情報から算出される予測されたデー
タと比較するために比較モジュールを含み、そして、中身を検査するためにこれを使用す
る。単に容器の識別とトラッキングだけを提供する従来のシステムよりも機構が複雑でな
いデータ伝送プロセスを介しての、容器の中身のモニタリングおよびトラッキング、した
がってこのような放射線ソースのより直接的な知覚は、容器自体の接近するまたは他の要
求する検査のない、おそらくダイナミックでリアルタイムな方法である。
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